
久慈広域圏の人口と世帯数（Ｒ6.11.30現在）
（単位：人・世帯）

市町村名 人 口 世 帯 数
久 慈 市 3 1 , 2 8 9 1 5 , 3 6 0
洋 野 町 1 4 , 7 5 8 6 , 7 8 0
野 田 村 3 , 9 0 6 1 , 6 8 1
普 代 村 2 , 2 9 9 1 , 0 6 2
合 　 　 計 5 2 , 2 5 2 2 4 , 8 8 3
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問い合わせ先

総務企画課　0194-61-3344
介護保険課　0194-61-3355
衛　生　課　0194-66-9090
久慈消防署　0194-53-0119
山 形 分 署　0194-72-3119
野 田 分 署　0194-78-2119
普 代 分 署　0194-35-2119
洋野消防署　0194-65-6119
大 野 分 署　0194-77-4119
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再生紙と大豆油インクを使用しています。
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介護保険料の納め忘れはありませんか？
　40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、介護保険を運営するための貴重な財源です。

　介護サービスが必要になったときに安心してサービスを利用することができるよう必ず納期限までに納め

ましょう。

　病気やケガ、災害による被害を受けた等の特別な事情がなく介護保険料を納めないでいると、介護サービ

スを利用するときに、滞納期間に応じて以下のような給付制限を受けることになります。

　また、久慈広域連合では、負担の公平性の観点から、介護保険料を滞納している方には、法律に基づき、

預貯金や給与の差押えを実施する場合があります。

　納期内に納付する資力がない場合や特別な事情があるなど、納付が困難な場合は、久慈広域連合介護保険

課までご相談ください。

介護保険料を納めないでいると…

納期限を過ぎると 督促・催告が行われます
介護保険料のほかに、延滞金などを徴収される場合があります。

１年以上

滞納すると

介護費用がいったん全額自己負担に
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。
申請によりあとから保険給付費（本来の自己負担を除く費用）が支払われま
す。

１年６か月以上

滞納すると

介護費用の払い戻しが一時差し止めに
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請して
も保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合が
あります。

２年以上

滞納すると

自己負担の割合が３割または４割に
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が
３割または４割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護
サービス費などが受けられなくなります。

保険料を納めることが難しい場合は、お早めに
久慈広域連合介護保険課（☎０１９４－６１－３３５５）へご相談ください。


